社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会車椅子移送車貸出要綱

（目的）

第１条　この要綱は、社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会（以下本会という。）の保有する車椅子移送車を貸し出すことにより、車椅子使用者の日常生活の利便を図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。

（利用者）

第２条　車椅子移送車を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

（１）市内に住所を有する車椅子使用者
（２）車椅子を必要とする者の親族で、市内に住所を有する者

（３）市内に活動の拠点を置く団体又は法人

（４）その他会長が特に必要と認めた者
（利用の範囲）

第３条　車椅子移送車は、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。

（１）車椅子使用者を医療機関、公的機関、福祉施設等へ送迎するとき。

（２）車椅子使用者が、旅行、諸行事等へ参加するとき。

（３）その他会長が特に必要と認めたとき。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、車椅子移送車を利用することができない。

（１）宗教活動、政治活動又は営利目的の活動に使用するとき。

（２）車椅子使用者の移送以外の目的に使用するとき。
（３）車椅子移送車が故障等で使用できないとき。
（４）やむを得ない事由が発生したとき。

（貸出期間等）

第４条　貸出期間は、原則として１回につき３日以内とする。
２　貸出回数は、原則１か月に３回までとする。
３　貸出し及び返却時間は、午前９時から午後５時までとし、施設休館日には貸出し及び返却手続きは取り扱わないものとする。
４　貸出しの予約開始日は利用日の属する日の２か月前の初日（休業日にあたる場合は翌営業日）からとし、窓口又は電話にて行う。

（運転者）

第５条　利用者は、その責任において運転経験１年以上の運転者を確保するものとする。

（貸出の申請）

第６条　車椅子移送車を利用しようとするときは、運転者が車椅子移送車利用申請書（様式第１号）に運転免許証の写しを添えて、会長に提出しなければならない。

　（利用後の報告）

第７条　運転者は、車椅子移送車を利用後、車椅子移送車利用報告書（様式第２号）を会長に提出しなければならない。

（利用料）

第８条　車椅子移送車の利用料は、無料とする。ただし、燃料代その他移送に必要な費用は、運転者の負担とする。

（損害補償）

第９条　貸出中に発生した事故に対する補償は、本会加入の保険の範囲内とし、保険の対象とならない損害補償等一切の責任は、全て運転者が負うものとする。

２　貸出中に発生した事故に対する示談交渉は、運転者が一切の責任をもって行うものとする。

（運行の中止）

第１０条　運転者は、運行中に非常災害が発生したとき又は運行の継続が危険であると思われるときは、直ちに運行を中止しなければならない。

　（事故等の報告）

第１１条　運転者は、運行中に事故、故障等が発生したときは、直ちに電話等で本会事務局へ連絡し、帰着次第、その事実を会長に報告しなければならない。

　（車両の清掃）

第１２条　運転者は、車椅子移送車を利用後、清掃して返却しなければならない。

　（その他）

第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

　　　附　則
　この要綱は、平成９年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、平成１１年３月１日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
　　　附　則

　この要綱は、令和６年１月２０日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
附　則

　この要綱は、令和７年１１月１日から施行する。
様式第１号（第６条関係）

車椅子移送車利用申請書

　　年　　　月　　　日
刈谷市社会福祉協議会　会長

申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（運転者）氏　　名　　　 　　　　　　　　　　　 　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　 　
生年月日　　　　年　　　　月　　　　日運転免許
証番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下記のとおり、車椅子移送車【□ヴォクシー・□スペーシア】を利用したいので申請します。

なお、社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会車椅子移送車貸出要綱の記載内容に同意するとともに、車椅子移送車に損害賠償又は修理が必要となった場合には、本申請書に記載された私の個人に関する情報を保険会社又は車両修理業者に提供することに同意します。

記

	車椅子使用者
	氏　　　名
	

	
	住　　　所
	

	
	生年月日
	　　　　年　　　　月　　　　日

	同乗者氏名
	1 ①
	2 ②
	③

	行先及び利用目的
	

	利用期間
	　　　年　　月　　日（　　）　　時　　分から

　年　　月　　日（　　）　　時　　分まで　　日間


様式第２号（第８条関係）
車椅子移送車利用報告書

令和　　年　　　月　　　日
刈谷市社会福祉協議会　会長

報告者　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記のとおり、車椅子移送車【□ヴォクシー・□スペーシア】の利用について報告します。

記

	使用日時
	□
	日報に記入済み

	走行距離
(キロ数)
	□
	〃

	運転者
点検
	□
	〃

	自動車
異常
状況報告
	


【事務局記入欄】
	確認
者
	
	状況
確認
	


レシート等添付欄








※事務局でのり付け








